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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 24日 (2004.11.24)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 媒 体 を 用 い て 所 定 の 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 で あ り 、 所 定 の 払 出 条 件 が 成 立 し た こ と
に も と づ い て 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 行 う 払 出 手 段 と 、
　 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 か ら の コ マ ン ド に も と づ い て 前 記 払 出 手 段 の 制 御 を 行 う 払 出 制 御 手 段
と 、
　 遊 技 機 へ の 電 力 供 給 が 停 止 し て も 所 定 期 間 は 記 憶 内 容 を 保 持 す る こ と が 可 能 な 変 動 デ ー
タ 記 憶 手 段 と 、
　 操 作 に 応 じ て 操 作 信 号 を 出 力 す る こ と が 可 能 な 操 作 手 段 と 、
　
　 遊 技 機 で 用 い ら れ る 所 定 の 電 源 の 状 態 を 監 視 し て 、 遊 技 機 へ の 電 力 の 供 給 停 止 に か か わ
る 検 出 条 件 が 成 立 し た に 検 出 信 号 を 出 力 す る 電 源 監 視 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 お よ び 前 記 払 出 制 御 手 段 は 、 そ れ ぞ れ
　

　

　 前 記 電 源 監 視 手 段 か ら の 検 出 信 号 に 応 じ て

レ ジ ス タ の 内 容 を 含 む デ ー タ を 前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に
保 存 す る 電 力 供 給 停 止 時 処 理 を 実 行 し
　 電 力 供 給 が 復 帰 し 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 し た

前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 さ れ て い た
記 憶 内 容 に も と づ い て 制 御 状 態 を 電 力 供 給 が 停 止 す る 前 の 状 態 に 復 旧 さ せ る 復 旧 処 理 を 実
行 し 、 前 記 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 に は 制 御 状 態 を 初 期 化 す る 初

前 記 払 出 手 段 に よ っ て 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 払 出 遊 技 媒 体 検 出 手 段 と 、

と き
、

払 い 出 す べ き 遊 技 媒 体 数 の う ち 未 払 出 の 遊 技 媒 体 数 を 示 す 未 払 出 数 デ ー タ が 記 憶 さ れ 、
前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 含 ま れ る 未 払 出 遊 技 媒 体 数 記 憶 手 段 を 備 え 、

前 記 払 出 遊 技 媒 体 検 出 手 段 に よ っ て 前 記 払 出 手 段 に よ り 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 が 検 出 さ
れ た こ と に も と づ い て 前 記 未 払 出 遊 技 媒 体 数 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 未 払 出 数 デ ー タ が 示 す
遊 技 媒 体 数 を 減 算 す る 処 理 を 実 行 し 、

前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 が 正 常 で
あ る か 否 か を 電 力 供 給 の 復 帰 時 に 判 定 す る た め の チ ェ ッ ク デ ー タ を 生 成 し て 前 記 変 動 デ ー
タ 記 憶 手 段 に 保 存 す る 処 理 と 、

処 理 と を 行 う 、
か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 に よ っ て 、 前 記

所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 し た と 判 定 さ れ た と き に

不 で あ る と 判 定 さ れ た と き



期 化 処 理 を 実 行 、
　
　 電 力 供 給 開 始 前 記 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ

　

　 前 記 遊 技 制 御 手 段 は 、 前 記 復 旧 処 理 に て 、 制 御 状 態 の 復 旧 を 示 す 復 旧 コ マ ン ド を 前 記 払
出 制 御 手 段 に 送 信 し た 後 、 定 期 的 に 起 動 さ れ る タ イ マ 割 込 処 理 の 設 定 を 行 う タ イ マ 割 込 設
定 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 レ ジ ス タ の 内 容 を 復 旧 さ せ る レ ジ ス タ 復 帰 処 理 を 行 っ て 制 御
を 再 開 し 、
　 前 記 払 出 制 御 手 段 は 、 前 記 復 旧 処 理 に て 、 前 記 復 旧 コ マ ン ド を 受 信 し た こ と を 条 件 に 前
記 タ イ マ 割 込 設 定 処 理 と 前 記 レ ジ ス タ 復 帰 処 理 を 行 っ 制 御 を 再 開 す
る
　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 遊 技 制 御 手 段 は 、 所 定 の 景 品 遊 技 媒 体 払 出 条 件 が 成 立 し た に 景 品 遊 技 媒 体 払 出 個 数
を 示 す 払 出 個 数 指 定 コ マ ン ド を 送 信 可 能 で あ り 、 復 旧 コ マ ン ド と し て 前 記 払 出 個 数 指 定 コ
マ ン ド を 送 信 す る
　 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 遊 技 制 御 手 段 は 、 電 力 供 給 が 開 始 さ れ 初 期 化 処 理 ま た は 復 旧 処 理 を 実 行 し た 後 、 所 定 の
払 出 禁 止 条 件 の 成 立 に も と づ い て 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 禁 止 す る こ と を 指 示 す る 払 出 禁 止
状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 し 、 前 記 払 出 禁 止 条 件 が 解 除 さ れ た こ と に も と づ い て 遊 技 媒 体 の
払 い 出 し を 許 可 す る 払 出 許 可 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 す る
　 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 遊 技 制 御 手 段 は 、 複 数 の 払 出 禁 止 条 件 の う ち い ず れ か 一 つ の 条 件 が 成 立 し た に 払 出
禁 止 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 し 、 払 出 禁 止 条 件 が 解 除 さ れ 、 い ず れ の 払 出 禁 止 条 件 も 成 立
し て い な い 状 態 に な っ た に 、 複 数 の 払 出 禁 止 条 件 の う ち い ず れ の 条 件 が 成 立 し て い た
か に 関 わ ら ず 、 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 許 可 す る こ と を 示 す 共 通 の 払 出 許 可 状 態 指 定 コ マ ン
ド を 送 信 す る
　 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 が 貯 留 さ れ る 貯 留 部 に 所 定 量 以 上 の 遊 技 媒 体 が 貯 留 さ れ て い る か
否 か を 検 出 す る た め の 貯 留 状 態 検 出 手 段 を 備 え 、
　 払 出 禁 止 条 件 は 、 前 記 貯 留 状 態 検 出 手 段 に よ り 前 記 貯 留 部 に 所 定 量 以 上 の 遊 技 媒 体 が 貯
留 さ れ て い る に 成 立 す る 条 件 を 含 む
　 請 求 項 ま た は 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 払 出 手 段 に 供 給 さ れ る 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ れ て い る か 否 か を 検 出 す る た め の 遊
技 媒 体 切 れ 検 出 手 段 を 含 み 、
　 払 出 禁 止 条 件 は 、 前 記 遊 技 媒 体 切 れ 検 出 手 段 に よ り 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ れ て い
な い こ と が 検 出 さ れ た に 成 立 す る 条 件 を 含 む
　 請 求 項 か ら 請 求 項 の う ち の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 遊 技 制 御 手 段 は 、 復 旧 コ マ ン ド と し て 払 出 禁 止 状 態 指 定 コ マ ン ド ま た は 払 出 許 可 状 態 指
定 コ マ ン ド を 使 用 す る
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し
前 記 判 定 手 段 は 、

が さ れ 、 ず 、 か つ 前 記 変 動 デ ー タ 記
憶 手 段 に 保 存 さ れ て い る チ ェ ッ ク デ ー タ が 正 常 で あ っ た と き に 前 記 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立
し た と 判 定 し 、

前 記 複 数 の 復 旧 条 件 が 成 立 し て い る か 否 か を 判 定 す る 際 に 、 前 記 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号
が 出 力 さ れ て い る か 否 か の 確 認 を 実 行 し 、 前 記 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ て い る こ
と を 確 認 し た こ と を 条 件 に 、 前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 さ れ て い る チ ェ ッ ク デ ー タ が
正 常 で あ る か 否 か の 確 認 を 行 う こ と な く 復 旧 条 件 が 不 成 立 と 判 定 し 、

た 後 、 前 記 払 出 手 段 の

と き

１

ま た は 請 求 項 ２

と き

と き

３

と 検 出 さ れ た と き
３ ４

と き
３ ５



　 請 求 項 か ら 請 求 項 の う ち の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ８ 】
　 遊 技 制 御 手 段 は 、 電 力 供 給 停 止 時 処 理 に て 、 制 御 状 態 を 復 旧 さ せ る た め に 必 要 な デ ー タ
と し て 制 御 プ ロ グ ラ ム の ア ド レ ス に 関 連 す る プ ロ グ ラ ム ア ド レ ス デ ー タ を 変 動 デ ー タ 記 憶
手 段 に 保 存 す る 処 理 を 行 い 、 復 旧 処 理 に て 、 前 記 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 さ れ て い た プ
ロ グ ラ ム ア ド レ ス デ ー タ に も と づ い て 制 御 を 再 開 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 の う ち の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ９ 】
　 遊 技 制 御 手 段 お よ び 払 出 制 御 手 段 は 、 信 号 を 入 力 す る た め の 入 力 ポ ー ト を 含 み 、
　 操 作 手 段 か ら の 操 作 信 号 は 、 前 記 入 力 ポ ー ト に 入 力 さ れ 、
　 遊 技 制 御 手 段 お よ び 払 出 制 御 手 段 は 、 前 記 入 力 ポ ー ト の 状 態 を 監 視 す る こ と に よ っ て 前
記 操 作 手 段 の 操 作 信 号 が 出 力 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 の う ち の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 操 作 手 段 か ら の 操 作 信 号 を 入 力 す る 入 力 ポ ー ト と し て 、 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 検 出 手 段 の
検 出 信 号 が 入 力 さ れ る 入 力 ポ ー ト と 同 一 の 入 力 ポ ー ト が 用 い ら れ る
　 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 遊 技 制 御 手 段 が 搭 載 さ れ た 遊 技 制 御 基 板 と 払 出 制 御 手 段 が 搭 載 さ れ た 払 出 制 御 基 板 と を
備 え 、 前 記 遊 技 制 御 基 板 お よ び 前 記 払 出 制 御 基 板 と は 別 個 に 、 遊 技 機 へ 供 給 さ れ る 電 源 か
ら 各 制 御 基 板 で 用 い ら れ る 電 圧 の 電 源 を 作 成 す る 電 源 基 板 を 備 え 、
　 前 記 電 源 基 板 に は 、 前 記 各 制 御 基 板 に 電 力 を 供 給 さ せ る た め の 電 力 供 給 許 可 手 段 と と も
に 、 操 作 手 段 が 設 け ら れ て い る
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 の う ち の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ２ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 に よ る 遊 技 機 は 、 遊 技 媒 体 を 用 い て 所 定 の 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 で あ り 、 所 定 の
払 出 条 件 （ 例 え ば 、 遊 技 領 域 に 設 け ら れ た 入 賞 領 域 へ の 入 賞 が あ っ た こ と 、 遊 技 者 に よ っ
て 遊 技 媒 体 の 貸 出 要 求 が な さ れ た こ と ） が 成 立 し た こ と に も と づ い て 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す
遊 技 機 で あ っ て 、 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 行 う 払 出 手 段 と 、 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御
手 段 （ 例 え ば 、 Ｃ Ｐ Ｕ ５ ６ を 含 む 遊 技 制 御 手 段 ： 図 ６ １ に 示 す 遊 技 制 御 手 段 ５ ６ Ａ ） と 、
遊 技 制 御 手 段 か ら の コ マ ン ド に も と づ い て 払 出 手 段 （ 例 え ば 球 払 出 装 置 ９ ７ ） の 制 御 を 行
う 払 出 制 御 手 段 （ 例 え ば 、 払 出 制 御 用 Ｃ Ｐ Ｕ ３ ７ １ を 含 む 払 出 制 御 手 段 ： 図 ６ １ に 示 す 払
出 制 御 手 段 ３ ７ １ Ａ ） と 、 遊 技 機 へ の 電 力 供 給 が 停 止 し て も 所 定 期 間 は 記 憶 内 容 を 保 持 す
る こ と が 可 能 な 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 （ 例 え ば 主 基 板 ３ １ が 備 え る 電 源 バ ッ ク ア ッ プ さ れ た
Ｒ Ａ Ｍ ５ ５ や 払 出 制 御 基 板 ３ ７ が 備 え る 電 源 バ ッ ク ア ッ プ さ れ た Ｒ Ａ Ｍ ： 図 ６ １ に 示 す 変
動 デ ー タ 記 憶 手 段 ５ ５ Ａ ， ５ ５ Ｂ ） と 、 操 作 に 応 じ て 操 作 信 号 （ 例 え ば ク リ ア ス イ ッ チ 信
号 ） を 出 力 す る こ と が 可 能 な 操 作 手 段 （ 例 え ば ク リ ア ス イ ッ チ ９ ２ １ ： 図 ６ １ に 示 す 操 作
手 段 ９ ２ １ Ａ ） と 、

遊 技 機 で 用 い ら れ る 所 定 の 電 源 の 状 態 を 監 視 し て 、 遊 技 機 へ の 電 力 の 供 給 停 止 に
か か わ る 検 出 条 件 （ 例 え ば 監 視 電 圧 で あ る Ｖ SL（ ＋ ３ ０ Ｖ ） の 電 圧 値 が ＋ ２ ２ Ｖ ま で 低 下
し た と き に 成 立 す る 条 件 ） が 成 立 し た に 検 出 信 号 （ 例 え ば 電 源 断 信 号 ） を 出 力 す る 電
源 監 視 手 段 （ 例 え ば 電 源 監 視 用 Ｉ Ｃ ９ ０ ２ ） と を 備 え 、 遊 技 制 御 手 段 お よ び 払 出 制 御 手 段
が 、 そ れ ぞ れ
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３ ６

７

８

９

１ ０

払 出 手 段 に よ っ て 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 払 出 遊 技 媒 体 検 出
手 段 と 、

と き

、 払 い 出 す べ き 遊 技 媒 体 数 の う ち 未 払 出 の 遊 技 媒 体 数 を 示 す 未 払 出 数 デ ー タ
が 記 憶 さ れ 、 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 含 ま れ る 未 払 出 遊 技 媒 体 数 記 憶 手 段 を 備 え 、 払 出 遊 技



電 源 監 視 手 段 か ら の 検 出 信 号 に 応 じ て

レ ジ ス タ の 内 容 を 含 む デ ー タ （ 例 え ば Ｃ Ｐ Ｕ ５ ６ や 払 出 制 御
用 Ｃ Ｐ Ｕ ３ ７ １ に 用 い ら れ る レ ジ ス タ の デ ー タ 等 ） を 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 す る

電 力 供 給 停 止 時 処 理 （ 例 え ば 図 ３ ５ ～ 図 ３ ７ に 示 す 処 理 や 図 ５ ８ ～ 図 ６ ０ に 示 す
処 理 ） を 実 行 し 電 力 供 給 が 復 帰 し 所 定 の 復 旧 条 件 （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ７ ～ ス テ ッ プ Ｓ ９
の 条 件 や ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ７ ～ ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ９ の 条 件 ） が 成 立 し た

変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存
さ れ て い た 記 憶 内 容 に も と づ い て 制 御 状 態 を 電 力 供 給 が 停 止 す る 前 の 状 態 に 復 旧 さ せ る 復
旧 処 理 （ 例 え ば 図 １ ８ に 示 す 遊 技 状 態 復 旧 処 理 や 図 ４ ５ に 示 す 払 出 状 態 復 旧 処 理 ） を 実 行
し 、 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 に は 制 御 状 態 を 初 期 化 す る 初 期 化 処
理 （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ １ １ ～ Ｓ １ ５ や ス テ ッ プ Ｓ ７ １ １ ～ Ｓ ７ １ ４ ） を 実 行 、

電 力 供 給 開 始 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ７ 、 ス
テ ッ プ Ｓ ７ ０ ７ ）

遊 技 制 御 手 段 が 、 復 旧 処 理 に て 、 制 御 状 態 の 復 旧 を 示 す 復 旧 コ マ ン ド を 払 出 制 御
手 段 に 送 信 し た 後 （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ８ ５ ） 、 定 期 的 に 起 動 さ れ る タ イ マ 割 込 処 理 の 設 定
を 行 う タ イ マ 割 込 設 定 処 理 （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ８ ６ ） を 実 行 す る と と も に 、 レ ジ ス タ の 内
容 を 復 旧 さ せ る レ ジ ス タ 復 帰 処 理 （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ８ ８ ） を 行 っ て 制 御 を 再 開 し 、 払 出
制 御 手 段 が 、 復 旧 処 理 に て 、 復 旧 コ マ ン ド を 受 信 し た こ と を 条 件 に （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ７
２ ３ ） タ イ マ 割 込 設 定 処 理 （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ７ ３ ５ ） と レ ジ ス タ 復 帰 処 理 を 行 っ （
例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ７ ３ ６ ） 制 御 を 再 開 す る （ 例 え ば ス テ ッ プ Ｓ ７ ４ １ の 処 理
後 に 払 出 制 御 に 戻 る ） こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
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媒 体 検 出 手 段 に よ っ て 払 出 手 段 に よ り 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 が 検 出 さ れ た こ と に も と づ い
て 未 払 出 遊 技 媒 体 数 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た 未 払 出 数 デ ー タ が 示 す 遊 技 媒 体 数 を 減 算 す る 処
理 を 実 行 し 、 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 の 記 憶 内 容 が 正 常
で あ る か 否 か を 電 力 供 給 の 復 帰 時 に 判 定 す る た め の チ ェ ッ ク デ ー タ を 生 成 し て 変 動 デ ー タ
記 憶 手 段 に 保 存 す る 処 理 と 、

処 理
と を 行 う

、
か 否 か を 判 定 す る 判 定

手 段 に よ っ て 、 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 し た と 判 定 さ れ た と き に

不 で あ る と 判 定 さ れ た と き
し 判 定 手 段

が 、 が さ れ 、 ず
、 か つ 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 さ れ て い る チ ェ ッ ク デ ー タ が 正 常 で あ

っ た と き に 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 し た と 判 定 し 、 複 数 の 復 旧 条 件 が 成 立 し て い る か 否 か を
判 定 す る 際 に 、 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ て い る か 否 か の 確 認 を 実 行 し 、 操 作 手 段
か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し た こ と を 条 件 に 、 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存
さ れ て い る チ ェ ッ ク デ ー タ が 正 常 で あ る か 否 か の 確 認 を 行 う こ と な く 復 旧 条 件 が 不 成 立 と
判 定 し 、

た 後
、 払 出 手 段 の



【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 遊 技 制 御 手 段 が 、 所 定 の 景 品 遊 技 媒 体 払 出 条 件 が 成 立 し た に 景 品 遊 技 媒 体 払 出 個 数
を 示 す 払 出 個 数 指 定 コ マ ン ド を 送 信 可 能 で あ り 、 復 旧 コ マ ン ド と し て 払 出 個 数 指 定 コ マ ン
ド を 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ て い て も よ い 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 遊 技 制 御 手 段 が 、 複 数 の 払 出 禁 止 条 件 の う ち い ず れ か 一 つ の 条 件 が 成 立 し た に 払 出
禁 止 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 し 、 払 出 禁 止 条 件 が 解 除 さ れ 、 い ず れ の 払 出 禁 止 条 件 も 成 立
し て い な い 状 態 に な っ た に 、 複 数 の 払 出 禁 止 条 件 の う ち い ず れ の 条 件 が 成 立 し て い た
か に 関 わ ら ず 、 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 許 可 す る こ と を 示 す 共 通 の 払 出 許 可 状 態 指 定 コ マ ン
ド を 送 信 す る （ 例 え ば ス テ ッ プ ス テ ッ プ Ｓ １ ６ ５ ～ Ｓ １ ６ ８ ） よ う に 構 成 さ れ て い て も よ
い 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 が 貯 留 さ れ る 貯 留 部 （ 例 え ば 余 剰 球 受 皿 ４ ） に 所 定 量 以 上 の 遊 技
媒 体 が 貯 留 さ れ て い る か 否 か を 検 出 す る た め の 貯 留 状 態 検 出 手 段 （ 例 え ば 満 タ ン ス イ ッ チ
４ ８ ） を 備 え 、 払 出 禁 止 条 件 が 、 貯 留 状 態 検 出 手 段 に よ り 貯 留 部 に 所 定 量 以 上 の 遊 技 媒 体
が 貯 留 さ れ て い る に 成 立 す る 条 件 を 含 む よ う に 構 成 さ れ て い て も よ い 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 払 出 手 段 に 供 給 さ れ る 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ れ て い る か 否 か を 検 出 す る た め の 遊
技 媒 体 切 れ 検 出 手 段 （ 例 え ば 球 切 れ ス イ ッ チ １ ８ ７ ） を 含 み 、 払 出 禁 止 条 件 が 、 遊 技 媒 体
切 れ 検 出 手 段 に よ り 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ れ て い な い こ と が 検 出 さ れ た に 成 立
す る 条 件 を 含 む よ う に 構 成 さ れ て い て も よ い 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ４ ５ １ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
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と き

と き

と き

と 検 出 さ れ た と き

と き



　 以 上 の よ う に 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 機 を 、 電 力 供 給 開 始
操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ

遊 技 制 御 手 段 が 、 復 旧 処 理 に て 、 制 御 状 態 の 復 旧 を 示 す 復 旧
コ マ ン ド を 払 出 制 御 手 段 に 送 信 し た 後 、 定 期 的 に 起 動 さ れ る タ イ マ 割 込 処 理 の 設 定 を 行 う
タ イ マ 割 込 設 定 処 理 を 実 行 す る と と も に 、 レ ジ ス タ の 内 容 を 復 旧 さ せ る レ ジ ス タ 復 帰 処 理
を 行 っ て 制 御 を 再 開 し 、 払 出 制 御 手 段 が 、 復 旧 処 理 に て 、 復 旧 コ マ ン ド を 受 信 し た こ と を
条 件 に タ イ マ 割 込 設 定 処 理 と レ ジ ス タ 復 帰 処 理 を 行 っ 制 御 を 再 開 す る よ
う に 構 成 し た の で 、 遊 技 制 御 手 段 に て 払 出 制 御 手 段 の 再 開 を 管 理 す る こ と が で き 、 遊 技 制
御 手 段 と 払 出 制 御 手 段 と の 間 で 遊 技 媒 体 の 払 出 に 関 す る 認 識 に 食 い 違 い が 生 じ て し ま う こ
と を 防 止 す る こ と が で き る 。 ま た 、 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ た 場 合 に は 初 期 化 処
理 が 実 行 さ れ る の で 、 操 作 手 段 に 対 す る 操 作 に よ っ て 初 期 化 処 理 を 実 行 す る か 否 か を 決 め
る こ と が で き 遊 技 機 運 用 上 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 効 果 が あ る 。
　
　

【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ４
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ５ ５ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 所 定 の 景 品 遊 技 媒 体 払 出 条 件 が 成 立 し た

に 景 品 遊 技 媒 体 払 出 個 数 を 示 す 払 出 個 数 指 定 コ マ ン ド を 送 信 可 能 で あ り 、 復 旧 コ マ ン ド
と し て 払 出 個 数 指 定 コ マ ン ド を 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 復 旧 コ マ ン ド を 設 け
て も 、 遊 技 制 御 手 段 か ら 払 出 制 御 手 段 に 送 信 さ れ る コ マ ン ド の 種 類 は 増 加 し な い 。
【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ６
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判 定 手 段 が 、 が さ れ
、 ず 、 か つ 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 さ れ て い る チ ェ ッ
ク デ ー タ が 正 常 で あ っ た と き に 所 定 の 復 旧 条 件 が 成 立 し た と 判 定 し 、 複 数 の 復 旧 条 件 が 成
立 し て い る か 否 か を 判 定 す る 際 に 、 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ て い る か 否 か の 確 認
を 実 行 し 、 操 作 手 段 か ら 操 作 信 号 が 出 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し た こ と を 条 件 に 、 変 動 デ
ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 さ れ て い る チ ェ ッ ク デ ー タ が 正 常 で あ る か 否 か の 確 認 を 行 う こ と な く
復 旧 条 件 が 不 成 立 と 判 定 し 、

た 後 、 払 出 手 段 の

ま た 、 不 確 実 な 状 態 で 制 御 状 態 が 復 旧 し て し ま う こ と が 防 止 さ れ る 。
さ ら に 、 遊 技 制 御 手 段 お よ び 払 出 制 御 手 段 が 無 駄 な 処 理 を 行 わ な い よ う に す る こ と が で

き る 。

２ と
き



【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ５ ７ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 電 力 供 給 が 開 始 さ れ 初 期 化 処 理 ま た は 復 旧
処 理 を 実 行 し た 後 、 所 定 の 払 出 禁 止 条 件 の 成 立 に も と づ い て 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 禁 止 す
る こ と を 指 示 す る 払 出 禁 止 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 し 、 払 出 禁 止 条 件 が 解 除 さ れ た こ と に
も と づ い て 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 許 可 す る 払 出 許 可 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 す る よ う に 構
成 さ れ て い る の で 、 払 出 制 御 手 段 に て 払 出 禁 止 条 件 が 成 立 し て い る か 否 か を 認 識 で き る 。
【 手 続 補 正 １ ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ５ ８ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 複 数 の 払 出 禁 止 条 件 の う ち い ず れ か 一 つ の
条 件 が 成 立 し た に 払 出 禁 止 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 し 、 払 出 禁 止 条 件 が 解 除 さ れ 、 い
ず れ の 払 出 禁 止 条 件 も 成 立 し て い な い 状 態 に な っ た に 、 複 数 の 払 出 禁 止 条 件 の う ち い
ず れ の 条 件 が 成 立 し て い た か に 関 わ ら ず 、 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 許 可 す る こ と を 示 す 共 通
の 払 出 許 可 状 態 指 定 コ マ ン ド を 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 遊 技 制 御 手 段 か ら 払
出 制 御 手 段 に 対 す る 情 報 伝 達 に 関 す る 負 荷 が さ ら に 低 減 さ れ る 。
【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ５ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ５ ９ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 払 い 出 さ れ た 遊 技 媒 体 が 貯 留 さ れ る 貯 留 部 に 所 定 量 以 上 の 遊
技 媒 体 が 貯 留 さ れ て い る か 否 か を 検 出 す る た め の 貯 留 状 態 検 出 手 段 を 備 え 、 払 出 禁 止 条 件
が 、 貯 留 状 態 検 出 手 段 に よ り 貯 留 部 に 所 定 量 以 上 の 遊 技 媒 体 が 貯 留 さ れ て い る

に 成 立 す る 条 件 を 含 む よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 貯 留 部 に 所 定 量 以 上 の 遊 技 媒 体
が 貯 留 さ れ て い る に も 関 わ ら ず 、 払 出 制 御 手 段 が 遊 技 媒 体 の 払 出 処 理 を 実 行 し て し ま う こ
と を 防 止 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ２ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ ０ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 払 出 手 段 に 供 給 さ れ る 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ れ て い る
か 否 か を 検 出 す る た め の 遊 技 媒 体 切 れ 検 出 手 段 を 含 み 、 払 出 禁 止 条 件 が 、 遊 技 媒 体 切 れ 検
出 手 段 に よ り 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ れ て い な い こ と が 検 出 さ れ た に 成 立 す る 条
件 を 含 む よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 払 出 手 段 に 供 給 さ れ る 遊 技 媒 体 が 所 定 量 以 上 確 保 さ
れ て い な い に も 関 わ ら ず 、 払 出 制 御 手 段 が 遊 技 媒 体 の 払 出 処 理 を 実 行 し て し ま う こ と を 防
止 す る こ と が で き る 。
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【 手 続 補 正 ２ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ １ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 復 旧 コ マ ン ド と し て 払 出 禁 止 状 態 指 定 コ マ
ン ド ま た は 払 出 許 可 状 態 指 定 コ マ ン ド を 使 用 す る よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 復 旧 コ マ ン
ド を 設 け て も 、 遊 技 制 御 手 段 か ら 払 出 制 御 手 段 に 送 信 さ れ る コ マ ン ド の 種 類 は 増 加 し な い
。
【 手 続 補 正 ２ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ ２ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 制 御 手 段 は 、 電 力 供 給 停 止 時 処 理 に て 、 制 御 状 態 を 復 旧
さ せ る た め に 必 要 な デ ー タ と し て 制 御 プ ロ グ ラ ム の ア ド レ ス に 関 連 す る プ ロ グ ラ ム ア ド レ
ス デ ー タ を 変 動 デ ー タ 記 憶 手 段 に 保 存 す る 処 理 を 行 い 、 復 旧 処 理 に て 、 変 動 デ ー タ 記 憶 手
段 に 保 存 さ れ て い た プ ロ グ ラ ム ア ド レ ス デ ー タ に も と づ い て 制 御 を 再 開 す る よ う に 構 成 さ
れ て い る の で 、 電 力 供 給 が 停 止 し た と き に 実 行 さ れ て い た 制 御 に 確 実 に 復 帰 す る こ と が で
き る 。
【 手 続 補 正 ２ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ ３ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 操 作 手 段 か ら の 操 作 信 号 が 入 力 ポ ー ト に 入 力 さ れ 、 遊 技 制 御
手 段 お よ び 払 出 制 御 手 段 が 、 入 力 ポ ー ト の 状 態 を 監 視 す る こ と に よ っ て 操 作 手 段 の 操 作 信
号 が 出 力 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 操 作 手 段 の 操 作 状 態 を
確 実 に 判 定 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ２ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ ４ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 操 作 手 段 か ら の 操 作 信 号 を 入 力 す る 入 力 ポ ー ト と し て 、 遊
技 媒 体 を 検 出 す る 検 出 手 段 の 検 出 信 号 が 入 力 さ れ る 入 力 ポ ー ト と 同 一 の 入 力 ポ ー ト が 用 い
ら れ る よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 入 力 ポ ー ト の 有 効 活 用 を 図 る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ２ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ４ ６ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ４ ６ ５ 】
　 請 求 項 記 載 の 発 明 で は 、 電 源 基 板 に 、 各 制 御 基 板 に 電 力 を 供 給 さ せ る た め の 電 力 供
給 許 可 手 段 と と も に 、 操 作 手 段 が 設 け ら れ て い る の で 、 遊 技 機 へ の 電 力 供 給 開 始 に 関 連 し
た 操 作 手 段 の 操 作 が 容 易 に な る 。
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